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１　計画策定（改定）の背景・趣旨（3ページ）

　平成１８年４月、障害者自立支援法が施行され、障害の種別にかかわらず、必要とす

るサービスを区市町村が一元的に提供するものとされたことに伴い、支援体制と地域居

住の場・日中活動の場等の地域生活基盤の整備が急務となり、また、障害者がもっと企

業等で働けるための支援策が求められるようになりました。

　そこで、東京都は、平成１９年５月に策定した「東京都障害者計画・東京都障害福祉

計画」において従前の「障害者地域生活支援・就労促進３か年プラン」の拡充を図るな

ど、計画的・重点的な基盤整備を早急に進めるよう取り組んできました。

　こうした状況の下、東京都障害者施策推進協議会は、第２期東京都障害福祉計画の基

本的方向を明らかにするため、調査審議を進めてきましたが、平成２０年９月、障害者

の地域における自立生活の更なる推進に向けた東京都の障害者施策のあり方について提

言を行いました。

　東京都は、この提言を踏まえ、区市町村と一層の連携を図りながら、障害者自立支援

法に基づく制度への移行を円滑に進めるとともに、これまで東京都が推進してきた「利

用者本位の福祉改革」に即して、なお引き続き、各障害の特性を踏まえた独自の先進的

な施策を推進するため、第２期東京都障害福祉計画を策定し、全庁を挙げて障害者施策

の総合的な展開に取り組むこととしました。

２　計画の性格（7ページ）

　東京都障害者計画と東京都障害福祉計画の性格を併せもつ計画として平成１９年５月

に一体的に策定した計画のうち、東京都障害福祉計画に相当する部分について、所要の

改定を行っています。また、本計画は、保健医療計画、特別支援教育推進計画、住宅マ

スタープランなど、障害者施策に関連した他の東京都の計画との整合を図っています。

３　計画期間（7ページ）

(1)　障害者計画

　 　平成１９年度から平成２３年度までの５年間とし、可能な限り平成２３年度までに

達成すべき施策目標・事業目標を掲げました。

(2)　障害福祉計画

　 　平成２０年度までの第１期に引き続き、平成２１年度から平成２３年度までを第２

期とし、各年度の必要量や目標数値を掲げました。

「第２期東京都障害福祉計画」「第２期東京都障害福祉計画」の概要
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第１章　東京の障害者の状況と施策の課題（11～31ページ）

　平成２０年度福祉保健基礎調査（速報）などの調査結果を活用し、東京の障害者の状

況を示すとともに、今後の障害者施策の課題を明らかにしています。

第１節　東京都における障害者数（11～13ページ）

第２節　東京都福祉保健基礎調査「障害者の生活実態」結果（速報）（14～31ページ）

　１　障害者の状況

　２　住宅等の状況

　３　介護・介助等の援助の状況

　４　就労の状況

　５　学習・スポーツ・社会活動への参加の状況

　６　日中の過ごし方の状況

　７　行政等への要望

　８　都民等の障害者理解の状況

　９　障害者自立支援法による障害福祉サービス等の状況

第２章　障害者施策推進の基本的考え方（35～80ページ）

第１節　障害者施策の基本理念（35～36ページ）

Ⅰ　障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現

　障害の種別にかかわらず、また、どんなに障害が重くても、必要とするサービスを利

用しながら、障害者本人が希望する地域で安心して暮らせる社会の実現を目指します。

　そのため、障害者が自ら望む生活のあり方を選択できるようサービス基盤を重点的に

整備するとともに、重度・重症の障害者（児）であっても、可能な限り地域で生活し続

けられるよう、東京都と区市町村が重層的に地域生活を支援する体制を整備します。

Ⅱ　障害者が当たり前に働ける社会の実現

　障害者が地域において自立して生活し、その生活の質の向上を図るため、働く機会を

拡大するとともに安心して働き続けられるよう支援を提供することにより、障害者が当

たり前に働ける社会の実現を目指します。

　そのため、企業等に障害者雇用への取組を促す一方、福祉施設においても、利用者を

一般就労へ円滑に移行させる支援事業や、より高い水準の賃金・工賃を利用者に支払う

支援事業に積極的に取り組むよう、福祉施設の経営改革を促します。

Ⅲ　すべての都民がともに暮らす地域社会の実現

　コミュニケーションや移動の円滑化を図る施策の推進により、障害をもつ人ともたな

い人が学校、職場、地域の中で交流を図り、たとえ障害をもっていても、適切な支援が

あれば街なかで暮らし、一般の職場で働けることを都民が理解し、支え合いながら暮ら

す地域社会の実現を目指します。
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第２節　東京都の障害者施策の目標と課題（36～80ページ）

５つの施策目標

施策目標Ⅰ　地域における自立生活を支える仕組みづくり（37～60ページ）

　課題１　区市町村による一元的・総合的なサービス提供体制の整備（37～45ページ）

　　 　障害者自立支援法の施行後、障害福祉サービス等の利用実績は概ね着実に増加

してきていますが、なお引き続き取組を進めていく必要があります。

　　 　第２期東京都障害福祉計画では、各区市町村が定める障害福祉サービス等の見

込量を集計したものを基本として、東京都全域の見込数値を下表のとおり定めま

した。

施策目標 Ⅰ　地域における自立生活を支える仕組みづくり

施策目標 Ⅱ　社会で生きる力を高める支援

施策目標 Ⅲ　当たり前に働ける社会の実現

施策目標 Ⅳ　バリアフリー社会の実現

施策目標 Ⅴ　サービスを担う人材の養成・確保

各年度における月間の障害福祉サービス等の実績、見込量及び利用者数

サービスの種類 単位 19年度実績 21年度見込 22年度見込 23年度見込

訪
問
系
サ
ー
ビ
ス

居宅介護

重度訪問介護

行動援護

重度障害者等包括支援

時間分 626,023 638,513 727,551 816,588

人 11,995 13,397 14,289 15,223

日
中
活
動
系
サ
ー
ビ
ス

生活介護 人分 3,520 8,471 10,947 13,422

自立訓練（機能訓練） 人分 336 535 634 733

自立訓練（生活訓練） 人分 196 765 1,049 1,333

就労移行支援 人分 722 1,688 2,171 2,654

就労継続支援（A型） 人分 105 581 819 1,056

就労継続支援（B型） 人分 2,491 7,660 10,244 12,828

療養介護 人分 75 202 265 328

（小計） 人分 7,445 19,902 26,129 32,354

児童デイサービス
人日分 9,064 10,950 15,054 19,158

人 1,933 2,811 2,943 3,114

短期入所
人日分 15,620 17,573 19,098 20,623

人 2,065 2,718 2,973 3,227

共同生活援助（グループホーム）

共同生活介護（ケアホーム）
人分 3,637 4,454 4,984 5,514

施設入所支援 人分 777 3,159 5,157 8,458

相談支援（計画作成対象） 人分 85 2,929 4,351 5,772
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【障害福祉サービス等の見込量を確保するための方策】

（１）「障害者の就労支援・安心生活基盤整備３か年プラン」

　東京都は、区市町村が平成２３年度までに必要と見込んだ障害福祉サービスの

量の確保に向けて取組を加速させるため、「障害者の就労支援・安心生活基盤整

備３か年プラン」を策定し、平成２１年度から２３年度までの３年間、グループ

ホーム、日中活動の場、ショートステイなどの地域生活基盤の重点的整備への積

極的支援（原則として、設置者負担の１／２を特別助成）に、引き続き取り組ん

でいくこととします。

１　地域居住の場の整備

　身体障害者、知的障害者及び精神障害者の地域生活への

移行を進めるため、グループホームの整備を促進します。

　１，５６０人増　→　１，６４０人増

２　日中活動の場の整備

　これから特別支援学校を卒業する方々のサービス利用の

希望に応えるとともに、障害者自立支援法に基づく新たな

事業体系による施設整備を促進するため、多様な日中活動

の場の整備を推進します。

　１，９００人増　→　２，２００人増

３　在宅サービスの充実

　障害者が身近な地域でショートステイを利用できるよう、

整備を促進します。

２００人増　→　　　２１０人増

（２）地域生活支援事業

　障害者（児）の自立した日常生活または社会生活に必要な各種のサービスを、

地域の特性や個々の利用者の状況に応じて、柔軟かつ効率的・効果的に実施し、

福祉の増進を図ることができるよう、障害者自立支援法に基づき、地域生活支援

事業を実施しています。

（３）障害者施策推進区市町村包括補助事業

　東京都として、区市町村が地域の実態に即して行う独自の創意工夫に基づく先

進的取組に対する支援を重点的に実施していくため、平成１９年度から「障害者

施策推進区市町村包括補助事業」を独自に開始し、取組を支援しています。
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課題２　施設入所・入院から地域生活への移行促進（46～55ページ）

ア　入所施設から地域生活への移行 （46～50ページ）

【地域移行の数値目標】

【目標達成のための方策】

　①　入所施設の地域移行の取組を促します

　 　「地域生活支援型入所施設」においては、日中の活動支援として自立訓練

事業や就労移行支援事業を実施し、入所者の地域生活への移行に積極的に

取り組みます。また、既存の入所施設においても、「地域生活支援型入所施

設」への転換を進めます。

　②　区市町村における地域移行の取組を支援します

　 　入所施設からグループホーム等への円滑な移行を支援するため、地域移行

促進員による意向確認から連絡調整、情報収集、アフターケアなど、地域移

行に向けた区市町村の取組を支援していきます。

　③　都外施設利用者の地域移行を支援します

　 　都内に移り住むことを希望する都外施設利用者については、区市町村と連

携して、受入れ可能なグループホーム等をマッチングするコーディネートを

行うなど、都内のグループホーム等への一層の移行促進策を講じます。

　④　地域移行後の生活を支える基盤の整備に取り組みます

　 　「障害者の就労支援・安心生活基盤整備３か年プラン」を策定し、グルー

プホーム・ケアホーム等の居住の場、自立訓練事業や就労継続支援事業等の

日中活動の場、短期入所事業など、地域移行後の生活基盤を確保するための

整備を引き続き重点的に支援します。

【入所施設の定員に関する考え方】

　 　東京都は、「地域生活支援型入所施設」への転換と、グループホーム及び

ケアホームの重点的整備を推進しつつ、地域生活への移行を進め、入所定員

が平成１７年１０月１日現在の定員である７，３４４人を超えないという平

成２３年度末の目標値の達成に向けて、引き続き着実に取り組みます。

項　目
平成23年度

目標値

平成19年度末

実　績
説　　　　明

地域生活

移行者数
874 人 373 人

【目標値】

　第1期計画策定時の入所者のうち、平成

23年度末までに、施設入所からグループ

ホーム・ケアホーム等での地域生活へ移行

する予定の者の数

（平成 17 年 10 月 1日 現在の入所者数の 11.9％）

【平成19年度末実績】

　第1期計画策定時の入所者のうち、平成

19年度末までに、施設入所からグループ

ホーム・ケアホーム等での地域生活へ移行

した者の数
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【重症心身障害児（者）施設のあり方】

　重症心身障害児（者）の地域生活基盤の整備を引き続き推進するとともに、

重症心身障害児（者）施設について、各施設における入所児（者）の状況や人

材確保、民間におけるサービス提供の状況、新たな施策体系における位置づけ

等を踏まえ、そのあり方を引き続き検討していきます。

【地域移行の数値目標】

イ　いわゆる「社会的入院」の状態にある精神障害者の地域生活への移行

 （51～54ページ）

項　目
平成23年度

目標値

平成19年度末

推　計
説　　　　明

地域生活

移行者数
2,500 人 約 686 人

【目標値】

　第１期計画策定時の退院可能精神障害者

のうち、平成23年度末までに、精神科病院

からグループホーム・ケアホーム等での地

域生活へ移行する予定の者の数（平成18年

度現在の暫定的な退院可能精神障害者数の

50％）

【平成 19 年度末推計】

　平成18・19年度における、東京都精神障

害者退院促進支援事業を利用して精神科病

院からグループホーム・ケアホーム等での

地域生活へ移行した者（56人）及び同事業

を利用することなく移行したと考えられる

者（約630人）を合わせた数

項　目
平成23年度

目標値

平成19年度末

実　績
説　　　　明

精神障害

者退院促

進支援事

業による

地域生活

移行者数

500 人 56 人

【目標値】

　第１期計画策定時の退院可能精神障害者

のうち、平成23年度末までに、東京都精神

障害者退院促進支援事業を利用して精神科

病院からグループホーム・ケアホーム等で

の地域生活へ移行する予定の者の数

【平成 19 年度末実績】

　平成18・19年度における、東京都精神障

害者退院促進支援事業を利用して精神科病

院からグループホーム・ケアホーム等での

地域生活へ移行した者の数
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各年度における退院者数（退院促進支援事業による退院者）

区　分 単　位
18・19年度

実　績

20年度

見　込

21年度

見　込

22年度

見　込

23年度

見　込

単年度 人 56 54 100 130 160

累　計 人 56 110 210 340 500

各年度における月間の障害福祉サービス等の見込量及び利用者数

（退院促進支援事業による退院者）

サービスの種類 単位 21年度見込 22年度見込 23年度見込

訪
問
系
サ
ー
ビ
ス

居宅介護

重度訪問介護

行動援護

重度障害者等包括支援

時間分 1,350 2,160 3,240

人 50 80 120

日
中
活
動
系
サ
ー
ビ
ス

自立訓練（生活訓練） 人分 20 30 50

就労移行支援 人分

60 100 150就労継続支援（A型） 人分

就労継続支援（B型） 人分

（小計） 人分 80 130 200

短期入所
人日分 120 220 320

人 60 110 160

共同生活援助（グループホーム）

共同生活介護（ケアホーム）
人分 130 200 300

相談支援（計画作成対象） 人　　 25 33 40
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【目標達成のための方策】

　①「精神障害者退院促進支援事業」に計画的に取り組みます

　 　平成２０年度から「精神障害者退院促進支援事業」の実施か所を都内１２

か所に拡大し、この事業を通じて、いわゆる「社会的入院」の状態にある精

神障害者が平成２３年度末までに５００名（平成１８年度からの累計）退院

するよう、計画的に取り組んでいます。

　 　さらに、平成２１年度からは、都立（総合）精神保健福祉センターに新た

に地域体制整備コーディネーターを配置し、地域における支援体制の整備に

向けた働きかけの充実を図ります。

　②　区市町村における相談支援体制と地域生活基盤の整備を推進します

　 　東京都は、平成２３年度までに、「地域活動支援センターⅠ型」がすべて

の区市町村に設置されることを目指すとともに、平成２１年度からは、この

センターに医療中断防止及び見守り支援の機能を付加し、地域生活に移行し

た精神障害者が安心して生活できる環境の整備を行う「障害者地域生活安定

化支援事業」を開始し、地域における総合的な支援体制を整えていきます。

　 　また、「障害者の就労支援・安心生活基盤整備３か年プラン」を策定し、

退院後の地域生活を支えるために必要なグループホーム等の居住の場、自立

訓練事業や就労移行支援事業等の日中活動の場などの生活基盤の整備を引き

続き重点的に支援します。

 　グループホームや施設・病院から一般住宅への移行を促進するため、本人の

求めと必要に応じてサービスの利用支援や随時の見守り等の支援を継続的に行

う「住宅入居等支援事業（区市町村地域生活支援事業）」や「障害者単身生活

サポート事業（障害者施策推進区市町村包括補助事業）」に、区市町村が積極

的に取り組むよう促します。

ウ　一般住宅への移行支援 （55ページ）
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課題３　新たな事業体系への移行促進（56～58ページ）

ア　日中活動の場の新体系事業への移行促進 （57ページ）

　東京都は、「障害者の就労支援・安心生活基盤整備３か年プラン」を策定

し、生活介護事業、自立訓練事業、就労移行支援事業、就労継続支援事業等の

新体系事業を運営する日中活動の場の整備を促進します。

１　法内化に伴う施設・設備整備費の特別助成

　 　法内化のために必要な施設・設備整備を行う場合に、設置者（社会福祉法

人等）負担の１／２を特別助成します。　

２　法内化促進支援事業

　 　法人格取得を希望する小規模作業所等任意団体に、専門知識をもつ協力員

を派遣し、法人設立及び団体運営のノウハウを提供することにより法内化を

促進するとともに、NPO法人格取得後の安定的な運営を支援します。

３　小規模作業所等新体系移行支援事業

　 　小規模作業所などから、障害者自立支援法に規定される事業へ移行した法

人に対し新体系事業の運営等に要する費用の一部を補助します。

４　小規模作業所への支援の充実強化事業

　 　小規模作業所等が新たな事業体系へ円滑に移行できるよう、障害者自立支

援法の趣旨に対応した事業構築、事業計画（工賃アップの課題を含む。）

の作成など、新体系の下での経営のノウハウ等を中心に研修事業を実施しま

す。

　障害者の地域自立と社会参加の促進に不可欠な、移動支援・コミュニケーショ

ン支援に区市町村が着実に取り組むよう促すとともに、サービスを担う人材の養

成に取り組みます。

　また、東京都は、区市町村において地域自立支援協議会が早期に設置されるよ

う、東京都自立支援協議会などを通じて支援を進めるとともに、障害者への虐待

の早期発見と的確な対応を図る身近な地域の仕組みの整備に取り組む区市町村を

支援していきます。

　さらに、重症心身障害児や高次脳機能障害、発達障害、強度行動障害、常時の

医療的ケアを要する人々などの多様な障害特性に応じた、きめ細かな対応を検討

していきます。

イ　小規模作業所等の法内化の促進策 （57～58ページ）

課題４　日常生活を支えるサポート体制の整備（59～60ページ）
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施策目標Ⅱ　社会で生きる力を高める支援（61～63ページ）

　課題１　児童・生徒一人一人に応じた教育の推進（61～62ページ）

　　 　学校教育法の改正により、平成１９年４月から「特別支援教育」が実施される

とともに、盲・ろう・養護学校の制度が、障害種別を越えた「特別支援学校」の

制度へと転換されることとなりました。

　　　 　乳幼児期から学齢期への円滑な移行に向けて、区市町村を単位として、療育

機関（通園施設、発達相談支援機関等を含む。）、保育所、幼稚園、小・中学校

等の教職員等の連携により、乳幼児とその保護者を支援する相談支援体制を整

備します。

　　　 　また、特別支援学校は、区市町村を基礎単位としたエリアの中で、特別支援

教育のセンター的機能を発揮していますが、さらに教育、保健・医療、福祉、

労働等の連携体制づくりを推進します。

　　　 　特別支援学校はもとより、LD（学習障害）、ADHD（注意欠陥多動性障害）、

高機能自閉症等の児童・生徒の特別な教育ニーズに適切に対応することが求め

られている小・中学校の教員の専門性を一層向上させるため、障害の理解と指

導に関する専門研修や特別支援教育コーディネーター養成に関する研修等を実

施していきます。

　　　 　また、特別支援学校における障害が重い児童・生徒に対しては、「個別の教

育支援計画」に基づいて、小学部から高等部までの１２年間の一貫性のある教

育が重要であり、身辺自立を中心とした基本的生活習慣をはじめ、卒業後の地

域での自立を見据えた生活技術の習得や社会的体験の機会の提供など、将来の

自立と社会参加を目指した教育内容の充実を図ります。

　課題２　職業的自立に向けた職業教育の充実（63ページ）

　　 　知的障害が軽い生徒を対象とした特別支援学校高等部を引き続き設置し、最近

の産業構造の変化や企業の求人（職種）動向を十分に踏まえた職業類型の設定と

教育内容・方法の工夫により、職業学科等における職業教育の充実を通じて生徒

全員の企業就労を目指します。

　　 　現在、特別支援学校では、学齢期から社会参加期への円滑な移行を支援するた

めの「個別移行支援計画」の作成が進められていますが、この計画の内容を充実

していくためには、区市町村を単位とした支援ネットワークによる継続的な支援

体制の整備が重要です。

ア　乳幼児期から学齢期を通じて一貫した支援の提供 （61～62ページ）

イ　児童・生徒の障害の重度・重複化や多様化への対応 （62ページ）
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施策目標Ⅲ　当たり前に働ける社会の実現（64～73ページ）

　 　障害者が当たり前に働ける社会の実現を目指し、より多くの障害者が一般就労に

移行し、平成２８年までの１０年間で障害者雇用が３万人以上増加することを目指

すとともに、福祉施設における就労支援を拡充します。

　課題１　一般就労への移行促進（64～71ページ）

　【一般就労への移行促進の数値目標】

(1) 区市町村障害者就労支援事業の利用による一般就労への移行

項　目
平成23年度

目標値

平成19年度

実　績
説　　　　明

年　　間

一般就労

移行者数
1,500 人 953 人

【目標値】

　平成23年度において、区市町村障害者就

労支援事業による支援を受けて一般就労す

る者（福祉施設利用者を含む。）の数

（平成17年度実績（717人）の２倍以上）

【平成 19 年度実績】

　平成19年度において、区市町村障害者就

労支援事業による支援を受けて一般就労し

た者（福祉施設利用者を含む。）の数

(2) 福祉施設における就労から一般就労への移行にかかる目標

項　目
平成23年度

目標値

平成19年度

実　績
説　　　　明

福祉施設

から一般

就労へ

移行する

者の人数

852 人 243 人

【目標値】

　福祉施設の利用者のうち平成23年度にお

いて一般就労へ移行する者の目標値

（平成17年度実績（213人）の４倍）

【平成 19 年度実績】

　平成19年度社会福祉施設等調査において

把握された、就職を理由として福祉施設を

退所した者の数

（平成18年10月１日～平成19年9月30日の実績）
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(3) 労働施策との連携による福祉施設から一般就労への移行にかかる目標

項　目
平成23年度

目標値

平成19年度

実　績
説　　　　明

公共職業安

定所経由に

よる福祉施

設の利用者

の就職支援

　平成23年度において、公共職業安定所の支援を受けて福祉施設から

一般就労への移行を希望するすべての者を支援する体制づくりを目指

す。

障害者の態

様に応じた

多様な委託

訓練事業の

受講者数

260 人 188 人

【目標値】

　福祉施設から一般就労へ移行する者

（852人）の３割

【平成 19 年度実績】

　平成19年度の福祉施設から一般就労へ

移行したもののうち、障害者委託訓練の

受講者数

障害者試行

雇用事業の

開始者数
426 人 268 人

【目標値】

　福祉施設から一般就労へ移行する者

（852人）の５割

【平成 19 年度実績】

　平成19年度の福祉施設から一般就労へ

移行した者のうち、障害者試行雇用事業

の開始者数。

職場適応援

助者による

支援の対象

者数

426 人 18 人

【目標値】

　福祉施設から一般就労へ移行する者

（852人）の５割

【平成 19 年度実績】

　平成19年度の福祉施設から一般就労へ

移行した者のうち、職場適応援助者支援

の利用者数。

障 害 者 就

業・生活支

援センター

事業の支援

対象者数

70 人 68 人

【目標値】

　平成23年度の福祉施設から一般就労へ

移行する者のうち、障害者就業・生活支

援センター事業の支援対象者数

障 害 者 就

業・生活支

援センター

の設置か所

数

6 か所 4 か所

【目標値】

　平成23年度における障害者就業・生活

支援センターの設置か所数

（参考：平成20年度　５か所設置）
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【目標達成のための方策】

　①　区市町村障害者就労支援事業を拡充します

　 　東京都は、区市町村障害者就労支援事業のこれまでの実績を踏まえ、障害

者就業・生活支援センター事業等とのネットワークの活用も含めて、平成

２３年度までにすべての区市町村で、就労面と生活面の支援を一体的に提供

する就労支援事業を実施することを目指します。

　 　さらに、就労希望者の積極的掘り起こし、授産施設等への働きかけ、企

業等に対する障害者雇用への意識付けを行う「地域開拓促進コーディネー

ター」の設置を進め、平成２３年度までにすべての区市で設置することを目

指します。

　②　施設外授産及び企業内通所授産事業を拡充します

　 　東京都は、施設外授産及び企業内通所授産事業のこれまでの実績を踏ま

え、平成２３年度までに、すべての区市町村で実施することを目指します。

　③　障害者就労支援のため庁内外の連携を強化します

　 　平成２０年１１月、東京都障害者就労支援協議会において策定された「首

都ＴＯＫＹＯ障害者就労支援行動宣言」の内容の達成に向け、「障害者雇

用・就労推進ＴＯＫＹＯプラン（行動指針）」を定め、具体的な取組と実施

主体を示しています。

　 　これにより、広く社会全体へメッセージを発信し、関係団体が一丸となっ

て障害者の雇用・就労を推進していきます。

　

　一般就労へ向けて訓練を行う就労移行支援事業に取り組む施設職員は、ハ

ローワークや障害者職業センター等の労働関係機関との連携を図るとともに、

施設外授産及び企業内通所授産事業を最大限に活用し、また、区市町村障害者

就労支援事業に配置されているコーディネーターとの協働を積極的に進め、一

般就労への円滑な移行支援と安心して働き続けられるための支援体制を確保す

ることが重要です。

　一般就労が困難な方が働く場である就労継続支援事業においては、障害者の

自立生活が可能な水準の賃金・工賃を支払えるよう、施設の経営改革・経営努

力が求められています。東京都は、就労継続支援事業に取り組む事業者に対し

て生産性を向上させるための設備投資に助成するほか、区市町村が、地域の就

労支援事業者のネットワークを活用した共同受注、共同商品開発・販路開拓な

どの事業に、積極的に取り組むよう支援します。

　また、東京都は、地方自治法施行令の規定に基づく福祉施設等からの物品及

び役務の調達に積極的に取り組むなど、福祉施設等からの調達を一層積極的に

行います。

課題２　福祉施設における就労支援の充実・強化（72～73ページ）

ア　就労移行支援事業の効果的運営 （72ページ）

イ　就労継続支援事業の効果的運営 （72～73ページ）
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施策目標Ⅳ　バリアフリー社会の実現（74～78ページ）

　課題１ 　ユニバーサルデザインの普及による福祉のまちづくり推進（74～76ページ）

　　 　東京都はこれまで、施設や交通機関等のバリアフリー化を推進してきました

が、今後はさらに、年齢や障害の有無・種別にかかわらず、すべての人が利用し

やすい都市環境の創造に向けて、ユニバーサルデザインの考え方を基本とした福

祉のまちづくりを推進することが重要です。

　　 　また、区市町村を主体としたユニバーサルデザイン福祉のまちづくり事業の推

進により、ユニバーサルデザインの視点に立った、ハード・ソフト一体的なまち

づくりを支援していきます。

　　 　さらに、「東京都福祉のまちづくり推進計画」を策定し、ユニバーサルデザイ

ンを基本理念とする、障害者を含めたすべての人のための福祉のまちづくりの推

進に取り組みます。

　課題２　心のバリアフリーの推進（76～78ページ）

　　 　「すべての都民がともに暮らす地域社会」を実現するためには、障害者施策

を推進する立場では、障害をもつことによる困難や生きにくさについて、都民一

人一人が自らの身近な問題として考え、「障害は特別な、ごく一部の人の問題で

あって、障害をもたない自分にはとても理解できない」といった意識上の壁を取

り除くことが重要です。

　　 　東京都は、スポーツ・文化芸術活動など多様な機会を捉えて、障害理解のため

の啓発活動や広報活動を推進するとともに、学校教育を通じて心のバリアフリー

の実現を目指します。

　　 　平成２１年９月には「東京２００９アジアユースパラゲームズ」を開催し、ア

ジアの障害のある青少年に質の高い競技機会を提供することにより、日本とアジ

アにおける障害者スポーツの発展に資するとともに、アジアの青少年の国際交流

に貢献していきます。

施策目標Ⅴ　サービスを担う人材の養成・確保（79～80ページ）

　　 　サービス利用者の「自己選択・自己決定」を基本とした、契約によるサービス

利用制度のもとでは、障害者本人や保護者が、多様な事業者の中から、より質の

高いサービスを選択できる仕組みづくりが求められています。

　　 　東京都は、多様な事業者の参入を促すとともに、サービスの質の向上に資する

人材の養成・育成に取り組みます。

　　 　また、平成１５年度から取り組んできた福祉サービスの第三者評価について、

自立支援法の新たな事業体系に基づく障害福祉サービス等を、事業者の移行状況

を踏まえながら評価対象としていくことにより、利用者のサービス選択と事業者

のサービスの質の向上を支援していきます。

　　 　東京都は、今後、新たな課題への的確な対応が求められる中で重要となる、質

の高い人材の育成に向けて事業者を支援するとともに、障害福祉サービスという

仕事の意義や重要性について積極的な啓発を行っていきます。



- 16 -

第３章　障害者施策の総合的展開（81～167ページ）

　５つの施策目標のもと、取組項目別に体系化した２０４の各事業ごとに、平成１９年

度末の状況等と事業目標を明らかにしています。

第１節　障害者施策の目標と取組の体系

施　策　目　標 取　　　組

Ⅰ 　地域における自立生活を

支える仕組みづくり

Ⅱ 　社会で生きる力を高める

支援

Ⅲ Ⅲ 　当たり前に働ける社会の

実現

Ⅳ　バリアフリー社会の実現

Ⅴ 　サービスを担う人材の

養成・確保

１  相談支援体制の整備

２   地域生活への移行促進と地域での居住の安定

の確保

３  保健・医療サービスの充実

４  地域生活を支えるサービス基盤の整備

５  地域生活の安心・安全の確保

１  自立と社会参加を支える教育の充実

２  学習・文化・スポーツ・交流活動の推進

１  働く意欲や力量を高める支援の充実・強化

２  一般就労の機会を拡大する仕組みづくり

３  安心して働き続けるための支援体制の整備

４  福祉施設における就労支援の取組の強化

１  福祉のまちづくりの推進

２  情報面のバリアフリー

３  制度面のバリアフリー

４  心のバリアフリー

１  福祉人材の養成・確保

別掲　第２期東京都障害福祉計画（169～190ページ）

　第２期東京都障害福祉計画は、東京都障害者計画と一体的な形で策定されています

(前章まで)が、障害者自立支援法及び国の基本指針に即して策定する障害福祉計画を再

掲しています。
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